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ニュースリリース 

職員の懲戒処分について 

本市職員の懲戒処分について，本日，別紙のとおり発令しました。 
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職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 

 

このことについて，次のとおり発令しました。 

 

１ 経過 

本件は，令和２年３月２７日（金）に公用車を運転中，不注意から前方の停

止車両に気づかず追突し，運転者に全治１０日間の傷害を負わせる人身事故を

引き起こしたもの。 

これを受け，本件に係る職員の処分等について「三次市職員分限，懲戒審査

委員会」において審査を行い，市長が次のとおり懲戒処分を発令した。 

 

２ 処分発令日 

令和２年１２月２２日 

 

３ 対象職員及び処分内容等 

⑴ 所属・職名等 

水道局水道課 主査 （５６歳・男性） 

⑵ 処分の内容 

戒告 

⑶ 処分の理由 

地方公務員法第３３条（信用失墜行為の禁止）に違反し，懲戒処分を定め

た同法第２９条第１項第１号（この法律に違反した場合）及び第３号（全体

の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合）に該当した。 

 

４ その他 

対象職員の上司については，管理監督責任があるとして市長から厳重注意を

行った。 


